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新大阪第二事業所社員の新型コロナウイルス感染に関する緊急申し入れ

１２月８日、新大阪第二事業所社員が新型コロナウイルスに感染した
ことが判明した。
現在、新型コロナウイルスの感染状況は非常に厳しいものとなってお

り、誰が感染してもおかしくない状態である。この厳しい状況のなか、
感染予防対策やクラスター対策はさらに強化しなければならない。
しかし、現在のサービック会社における感染予防対策や、感染者が発

生した後のクラスター対策も含めた社員への周知は不十分である。
よって、以下のとおり申し入れるので、早急に対策を講じること。

記

１．全事業所において検温を実施すること。特に、現在検温を延期して
いる第二事業所については早急に実施すること。

２．全事業所において自宅待機を早急に実施すること。

３．社員等が新型コロナウイルスに感染した時の社員への周知（概況、
対策等）は、社員が安心で納得出来るように速やかに行うこと。

４．職場の掲示に「当社社員が新型コロナウイルスに感染する事例が発
生しており、本日、新たな感染者についてはＨＰ等で公開される予定
です」と記載されている。「新たな感染者」とは、過去に感染した事
例があるのか。また、「ＨＰ等」の詳細を明らかにすること。

５．サービックＨＰの「社員へのお知らせ」に、今回の事態を記載して
いるのか。また、出向者もサービックＨＰの「社員へのお知らせ」を
閲覧できるようにすること。

６．当該社員に対する職場復帰後のフォローをしっかりと取ること。ま
た、当該社員が職場に復帰するまでの賃金は１００％補償すること。

以上


